
どのように統計は 
作られるのか。 

  毎月勤労統計調査を中心に 
    統計調査の仕組みについて      
        いっしょに考えてみましょう・・・ 
 

        平成２８年７月７日（木） 
    島根県政策企画局統計調査課 森 永壽 
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～毎月勤労統計調査を中心に～ 
島根県立大学総合政策学部  
藤原先生ご担当 社会調査法 



今日の流れ 

1. 毎日の生活の中での統計調査 

2. 統計の役割 

3. 統計調査の仕組み 

4. 統計組織 

5. 統計法における個人情報の取扱い 

6. 調査結果の利用 
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• 求められる「統計的思考力」 
…テレビや雑誌 
 などでも特集 

 １ 毎日の生活の中での統計調査 
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【注目される統計調査】 

日々の生活において、新聞・テレビなどで、 
毎日のように取り上げられます。 

国や県・市町村のさまざまな施策も、統計
データに基づいて立案・実施されます。 

 

【世の中の姿を正確に把握する統計調査】 

世の中の姿を正確に表し、私たちの暮らしを
良くするための方向性を見極める基礎として、
とても重要な役割を果たしています。 
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「一定の条件で定められた集まりについて調べた
結果を、集計・加工して得られた数値」 

★ 一定の条件 
・時間：統計の対象となる集まりが存在する「時」 
      （例）平成28年度、４月１日現在 

・空間：地域範囲を示す場所 
      （例）全国、島根県 

・標識：集まりを構成するそれぞれが持つ特性 
      （例）年齢、性別、職業、産業 

 ２ 統計の役割 
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（１）統計の定義 



★ 社会を見るために欠かせない手段 
  「今」をとらえる。 
   → そもそも、どのような現状なのか。 

  「過去」と比べる。 
       → 調査によって分かった結果を良いと見るか悪いと見るか。 
      問題になったときだけ調べても不十分。 

  「別の地域」と比べる。 
        → 自分の地域の結果を、良いと見るか、悪いと見るか。 
 

★ 「統計調査って、税金のむだ遣いでは？」 「協力し
たところで何の得にも」と言う人がいますが… 

政策・施策を立てるための重要な指標です！ 
   → 金のむだ遣いを減らすための先行投資 
   → 調査への協力が地域全体をよくするきっかけに。  6 

（２）統計を作成する理由 



統計行政を行なうための基本原則 

1. 正しい統計を作ること 

– 真実性・正確性 

2. 体系的で利用しやす
い統計を作ること 

– 他の統計との比較 

– 迅速な結果の公表 

3. 国民の負担を最小限
にとどめ効率的に統
計を作ること 

– 必要性の確認、重複調
査の是正 

4. 調査票情報等の利活
用の推進を図ること 

5. 秘密の保護を徹底す
ること 

7 統計法規の役割（「統計実務基礎知識」（H27.4改訂版）より） 



（３）国の統計 

• 統計法に定められた基幹統計だけで５５。 

• このうち、調査を行わない加工統計は５つ 

– 国民経済統計、生命表、社会保障費用統計、 
鉱工業指数、産業連関表 

 

• ほとんどの統計データは国のホームページで
見ることができます。 
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  国が実施する統計調査のう

ち、行政施策推進や国民生活
の把握のための基礎資料とし
て不可欠であり、重要なものと
して総務大臣が指定した統計
調査 

  国が実施する基幹統計調
査以外のすべての統計調査 

統計法の対象となる公的統計 

届出統計調査 

○ 都道府県及び指定都市が実施する統計調査のうち、総務大臣 
  への届出を要する統計調査 

○ 届出独立行政法人等（平成25年10月現在日本銀行のみ）が実 
  施する統計調査のうち総務大臣へ届出をする統計調査 

基幹統計調査 一般統計調査 
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基幹統計に基づく調査 
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統計調査課による実施 統計調査課以外による実施 国による実施

①　統計調査課直接調査 ⑥　事業主管課直接調査 ⑨　本省直接調査
学 校 保 健 統 計 調 査 法 人 土 地 基 本 調 査 科 学 技 術 研 究 調 査
毎 月 勤 労 統 計 調 査 建 築 着 工 統 計 調 査 民 間 給 与 実 態 統 計 調 査

建 設 工 事 統 計 調 査 石 油 製 品 需 給 動 態 統 計 調 査
地 方 公 務 員 給 与 実 態 調 査 牛 乳 乳 製 品 統 計 調 査

経済産業省特定業種石油等消費統計調査
経 済 産 業 省 企 業 活 動 基 本 調 査
特 定 サ ー ビ ス 産 業 実 態 調 査

自 動 車 輸 送 統 計 調 査
②　調査員経由 ⑤調査員経由（統計調査課・国以 ⑦　調査員経由（国）

労 働 力 調 査 薬 事 工業 生産 動態 統計 調査 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査
小 売 物 価 統 計 調 査 港 湾 調 査
家 計 調 査

個 人 企 業 経 済 調 査

社 会 生 活 基 本 調 査

経済産業省生産動態統計調査

商 業 動 態 統 計 調 査

③　市町村経由 ④ 保健所・福祉事務所経由 ⑧ 国の地方支分部局
国 勢 調 査 人 口 動 態 調 査 法 人 企 業 統 計 調 査
経 済 セ ン サ ス 医 療 施 設 調 査 作 物 統 計 調 査
住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 患 者 調 査 海 面 漁 業 生 産 統 計 調 査
就 業 構 造 基 本 調 査 ④' 保健所・福祉事務所経由の調査員調査 木 材 統 計 調 査
全 国 消 費 実 態 調 査 国 民 生 活 基 礎 調 査 農 業 経 営 統 計 調 査
農 林 業 セ ン サ ス ガ ス 事 業 生 産 動 態 統 計 調 査

漁 業 セ ン サ ス 造 船 造 機 統 計 調 査
工 業 統 計 調 査 船 員 労 働 統 計 調 査
商 業 統 計 調 査 ④ 教育委員会経由 鉄 道 車 両 等 生 産 動 態 統 計 調 査

③'　市町村直接の調査 学 校 教 員 統 計 調 査 内 航 船 舶 輸 送 統 計 調 査
学 校 基 本 調 査 社 会 教 育 調 査

市
町
村
等
と
連
携
す
る
調
査

調
査
員
経
由
の
調
査

直
接
実
施

※ あみかけ部分は、調査員調査。 
※ 赤字は、H28年度実施の統計調査課所管の調査。 



現在行われている経常調査 
名  称 所管府省 周期 調査期間 備 考 

労働力調査 総務省 毎年 毎月 

小売物価統計調査 総務省 毎年 毎月 

家計調査 総務省 毎年 毎月 

個人企業経済調査 総務省 毎年 四半期毎 ※１ 

毎月勤労統計調査 厚生労働省 毎年 毎月 特別調査は7/1 

工業統計調査 経済産業省 毎年 12月31日 ※２ 

生産動態統計調査 経済産業省 毎年 毎月 

商業動態統計調査 経済産業省 毎年 毎月 
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県統計調査課主管の調査員を経由する調査のみ 
※１ 個人企業経済調査の動向調査は年4回、構造調査は年1回。 
※２ 今年は経済センサス‐活動調査が実施されるため、中止。 



今年度の大きな周期調査 

名  称 所管府省 周期 調査期間 備 考 

経済センサス─ 
活動調査 

総務省・ 
経済産業省 

５年 6月1日 

社会生活基本調査 総務省 ５年 10月20日 
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 国勢調査の利用 
• 衆議院選挙区の改定 
• 議員定数（都道府県議会・市町村議会）の決定 
• 地方交付税交付金の算定 

 経済センサスの利用 
• 地方消費税の清算、市町村への交付金の算定 

 毎月勤労統計調査の利用 
• 失業給付、労働災害への休業補償の額の改定 
• 建設工事の労務単価計算、各種統計報告  など 

調査の結果は、国民生活の実態を知る貴重な資料として、 
国・県・市町村ばかりでなく、研究機関、大学等でも、広く活用されています。 

１．法令に利用が定められている例 

（４）統計の利用 
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 ○ 「国勢調査」、「人口動態調査」 → 生命表（平均寿命）の作成 

 ○ 「生産動態統計調査」など → 「鉱工業生産指数」などの作成 

 ○ これらを含めてありとあらゆる統計を基礎資料として 

   → 「GDP統計（国民経済計算）」、「産業連関表」などの作成 

                                          など 

  ○ 消費支出の動向・勤労者世帯１か月当たり消費支出 : 家計調査 

  ○ 完全失業率・労働力人口・失業者の動向 : 労働力調査 

  ○ 有効求人倍率の動向 : 厚生労働省（職安資料）による業務統計 

  ○ 製造業の動向：経済産業省による工業統計・生産動態統計  など 

３．加工統計への利用 

２．テレビや新聞で話題となる主な統計 
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 ○ 人口予測や産業予測に基づいた将来構想の策定 

 ○ 公共工事などの経済波及効果の計算 

 ○ 都道府県の将来構想、小中学校・道路などの公共施設の設置計画 

                                          など 

 

○ 日銀や大学、各種シンクタンクによる景気動向の計算 

○ 民間企業や金融機関の判断材料  

                                        など 

４．地方行政の施策への活用 

５．その他 
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全数調査
標本調査

業務統計 転用
推計

統
計

統計の種類 調査の方法

調査統計

間接調査法 

一次統計
（基礎統計）

直接調査法

二次統計（加工統計）

 ３ 統計調査の仕組み 

 調査統計 
 …統計を作成するために統計調査を実施し、その結果により作成した統計。 
  国勢調査、経済センサス（全数調査）、労働力調査、家計調査（標本調査）など 

 加工統計 
 …一次統計等のデータを加工して作成した統計。 
  消費者物価指数、鉱工業指数、県民経済計算、産業連関表など 

 業務統計 
 …行政記録等、既存の業務記録から作成した統計。 
  住民基本台帳人口、貿易統計、有効求人倍率など 
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（１）統計調査の種類・方法など 



直 接 調 査 一つ一つの出来事に、直接あたって、記録をとる方法。 

全 数 調 査 
（悉皆調査・センサス） 

ある定まった範囲内の出来事をすべて調査する方法。 
国勢調査、経済センサス、農林業センサスなど 

標 本 調 査 
（ 一 部 調 査 ） 

全員について調査しないで、その一部について調査
し、その結果から全体のことを推計しようという方法。 

無作為抽出法 
調査しようとする一部の出来事を、無作為に（つまり、
くじ引きのように）選び出す方法。 

有 意 抽 出 法 
調査しようとする一部の出来事を、何らかの考え（意
図・目的）をもって選び出す方法。     

間 接 調 査 
すでに、他の目的で作られている記録を使って、間接
的に統計を作る方法。                               
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調査の方法 



全数調査の苦労を減らすために 
～標本調査のこと～ 

• いちばんいいのは全数調査。ですが、お金も手間も
かかり、とても大変です。 

• そこで、たいていの調査は、少ない相手に聞いても
全体の様子がわかるよう工夫しています(標本調査)。 

– 「でたらめに」選んでいるわけではありません。 

– 世の中全体の動きを知りたい場合、いろいろな人の声を
偏りなく聞くよう、「くじびき」の要領でたずねる相手を選び
ます（家計調査、労働力調査など）。…無作為抽出法 

– 全体の生産・出荷動向など、大きな数字をつかめばいい
場合、従業員規模などを基準に相手を選んで調査をする
こともあります（工業統計など）。…有意抽出法 
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日本人の貯蓄高を調べるためには？ 

・お金持ちは全体の3割ほどに過ぎ
ません。 

・世帯数は少なくても、貯蓄高がとて
も大きいために、平均値が私たちの

感覚よりも高くなります。 

「どうして貯蓄のことを聞くの？お金持ちに聞けばいいんじゃないの？」 
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７割近くの世帯は平
均値の1658万円以

下の貯蓄しかありま
せん。 



県内の労働状況を知るには？ 

地域に偏りがあ
ると、その地域の
意見でしかありま

せん。 
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島根県民の状況を
知るには、県全域
の人々から意見を
聞かなければなり
ません。 

全域のデータを集
めて、はじめて見
えてくるのです。 



効率的な調査のために 
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全数調査がよく
ても、労力も経
費もかかる。 

国勢調査や経済
センサスなどの
全数調査をもと
に標本調査。 



例：毎月勤労統計調査 

• 賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにする 

• 厚生労働省が実施 

• 調査対象…常用労働者５人以上の事業所 

– 定期的に調査対象を変えて、回答の負担を軽減
している。 

 



調査の内容 
イ 主要な生産品の名称又は事業の内容  
ロ 調査期間及び操業日数  
ハ 企業規模 

ニ 性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並び
に常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定
内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給す
る給与額及び特別に支払われた給与額  

ホ 常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払
われた給与の名称別金額 

ヘ パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所
定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給
する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた
給与額  

ト 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項  





毎月勤労統計調査の抽出方法 

• ３０人以上の事業所（第一種事業所） 

– 平成２１年経済センサス基礎調査の結果から、 
産業別、規模別に区分して、250事業所を抽出 

 

• ５～２９人の事業所（第二種事業所） 

– 平成２１年経済センサス基礎調査の結果から、 
調査区を設定して、それぞれの調査区から、270
事業所を抽出 



調査対象を変える調査 
• 毎月勤労統計調査では、定期的に調査対象を入れ替えます。 

1～6月 7～12月 1～6月 7～12月 1～6月 7～12月 1～6月 7～12月 1～6月 7～12月

H29
調査方法

H25 H26 H27 H28

※　5～29人の事業所は、半年に一度、三分の一ずつ調査地区を変え、その都度、対象事業所（90事業所）を選
び直します（ローテーション）

30人以上の事
業所（230事業
所）

オンライ
ン調査

5～29人の事業
所（270事業所）

調査員
調査

（一部オ
ンライン
調査）

※30人以上の事業所は３年ごとに調査対象を選び直します。
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なぜ調査対象を変えるの？ 

一年たつと、相手の年齢も一つ増える。 

同じ人からばかり話を聞いても、新しい動きがわか
らない。 

いいところばかりが残ることになり、全体の状況を正
しく把握できない。 

 （ローテーション）その都度対象をすべて変える方が
いいけれど、労力や費用が大きくなる。 

 

負担が一部に集中しないよう努力していますが、事業
所数が少ない島根県では、同じ所にお願いすることが
多くなってしまいます。 27 



調査方法 

• 30人以上 

– 郵送調査及びオンライン調査 

 

• 5～29人 

– 統計調査員による実地調査及びオンライン調査 



○ 調査対象と直に面接して、調査の趣旨、記入内容などについて説明できる 
 ため、調査票の回収率や記入内容の正確性が高くなるという利点があり、 
  「自計方式」と「他計方式」に区分されます。 

○ 「他計方式」とは、統計調査員が調査対象に質問しながら調査票に記入を  
  行う方法で、「聞き取り調査」ともいう 

○ 「自計方式」とは、調査対象が自ら調査票に記入する方法で、「留め置き調 
  査」ともいう 

○ 調査票を調査対象に郵送して記入後返送してもらう方法で、遠隔地でも調 

 査が容易であるなどの利点があります。一方で、調査対象の正確な名簿作
成が必要なこと、調査員調査と比べて回収率が低くなるなどの欠点があります。 

○ 調査対象者がインターネット回線を経由して、自宅や職場のパソコンから電 
 子調査票を回答するためのシステムです。 

（２）調査方法 
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毎月勤労統計調査の結果 

• 雇用 

• 労働時間 

• 賃金 

 



全国月間現金給与額 
 (毎月勤労統計調査、事業所規模５人以上、平成27年確報) 

産   業  現金給与総額（円） 前年比（％） 
調  査  産  業  計  3 13, 801  0 .1 
鉱業，採石業等  3 16, 177  - 5.7  
建   設   業  3 80, 141  1 .9 
製   造   業  3 76, 331  0 .4 
電気  ・  ガス業  5 50, 254  - 0.9  
情  報  通  信  業  4 83, 730  0 .6 
運輸業，郵便業  3 40, 644  - 0.2  
卸売業，小売業  2 67, 524  - 0.3  
金融業，保険業  4 71, 964  0 .5 

不動産・物品賃貸業  3 50, 747  - 2.7  
学  術  研  究  等  4 53, 617  1 .3 

飲食サービス業等  1 26, 673  1 .1 
生活関連サービス等  2 05, 482  - 2.2  
教育，学習支援業  3 79, 962  0 .6 

医  療，福  祉  2 93, 452  - 0.1  
複合サービス事業  3 76, 252  1 .4 

その他のサービス業  2 58, 681  0 .2 
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現金給与総額の男女別比較の推移

（調査産業計） 
島根県 

全国 

毎月勤労統計調査（事業所規模5人以上） ％ 

ちなみに、男女差が小さな産業は？ 大きな産業は？ 



現金給与総額の産業別男女別比較 
産業 島根県 全国 

調査産業計 65.3 51.7 

建設業 64.4 59.7 

製造業 56.3 48.4 

情報通信業 59.9 61.8 

運輸業、郵便業 65.5 52.8 

卸売業、小売業 52.9 44.4 

金融業、保険業 50.6 45.8 

学術研究、専門・技術サービス業 48.7 56.5 

宿泊業、飲食サービス業 58.7 54.3 

生活関連サービス業、娯楽業 55.4 60.5 

教育、学習支援業 71.5 66.7 

医療、福祉 64.0 61.8 

複合サービス事業 78.6 59.0 

その他のサービス業 59.6 52.5 
事業所規模5人以上、平成26年平均 



別の視点からの数字も確認しよう 

• 毎月勤労統計調査（厚生労働省） 
…事業所からの視点 

• 労働力調査 
…個人からの視点 

• 家計調査（総務省統計局） 
…個人からの視点 
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労働力の推移・全国（ H22=100） 

景気後退期 

常用労働者数 

労働力人口 

就業者人口 

常用労働者数：毎月勤労統計調査（事業所規模５人以上）  
労働力人口：労働力調査から 

毎月勤労統計と同じことを
聞いているのに、折れ線の
傾きが異なります。 
なぜでしょう？ 



家計調査との比較 

• 毎月勤労統計調査で、
平成27年の事業所規
模5人以上の月間現金
給与額は313,801円で
した。 

• 家計調査では、全国の
世帯主収入の月平均
は412,884円でした。 

 

この差はどこから？ 
調査対象…事業所？個人？ 

抽出方法…ALL産業？産業別？ 
数え方…実人数？延べ人数？ 



平成28年6月29日(水) 
朝日新聞朝刊より 



統計の分野 

調 査 統 計 （ 直 接 調 査 ） 

構 造 統 計 

全体構造を把握する基礎的な統計調査。 
国勢調査、経済センサス、農林業センサスなど 
（センサスのような全数調査が多いが、標本調査にな
ることも） 

動 態 統 計 
活動の短期的動向を把握する統計。 
生産動態統計調査、商業動態統計調査など 
（標本調査になることが多い） 

業 務 統 計 
（ 間 接 調 査 ） 

すでに、他の目的で作られている記録を使って、間接
的に統計を作る方法。 
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構造統計と動態統計及び業務統計を
組み合わせて、全体推計や加工統計

を作成。 

詳しくは来週 



 ①   ②    ③  ③’    ④   ④’   ⑤    ⑥    ⑦    ⑧ ⑨

注）

中　　　　　　　　　　央　　　　　　　　　　府　　　　　　　　　　省

市（区）町村

統計調査員 統計調査員 統計調査員

保　 健　 所

福祉事務所

教育委員会

オ
ン
ラ
イ

ン
調
査

⑨'

　残りは、「生命表」、「産業連関表」、「国民経済計算」、「鉱工業生産、出荷、在庫指数」である。

事業主管課（教育委員会を含む。）統　計　主　管　課

都　　　　　　道　　　　　　府　　　　　　県
国の地方支分部局

調査対象（個人、法人、事業所、団体等）

　基幹統計は、平成24年10月1日現在、「５６」ある。うち、統計調査が次頁に示す「５２」で、

国の統計調査の調査系統図 
（基幹統計調査）  
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４ 統計組織 



 各府省がそれぞれ所管行政に関する統計を作成する「分散型統
計機構」の下、総務省政策統括官（統計基準担当）が、統計委員
会の意見を踏まえつつ、政府横断的な調整を実施 

統計委員会 
（内閣府） 

総務省政策統括官（統計基準担当） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

◆統計制度の企画・立案・推進 
 ・統計法令の制定及び改廃 
 ・公的統計の整備に関する基本的な計画の策定 
 ・統計データの利用促進、地方統計機構の整備 

◆個別統計調査の審査・調整 
 ・各府省の実施する統計調査の審査・調整 

◆統計調査の基準の設定 
 ・日本標準産業分類等の設定 

◆国際統計事務に係る協力 
 ・国際統計事務の統括 
 ・国連アジア太平洋統計研修所への協力 

内
閣
府 

総務省 
（統計局） 
◆国勢の基本
に関する統計
の作成等 

法
務
省 

外
務
省 

財
務
省 

文
部
科
学

省 厚
生
労
働

省 農
林
水
産

省 経
済
産
業

省 国
土
交
通

省 環
境
省 

防
衛
省 

①国の統計組織 
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  業務分担 具体的な業務内容 

国 
企画的 
業務 

 調査要綱及び調査規則の制定、
調査票の設計、 

調査マニュアルの作成 など 

地方公
共団体 

実査事務 

 調査対象の選定、統計調査員の
指導監督、調査区の設定、調査票

の配布・回収、審査集計 など 
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②国と地方公共団体との業務分担 



• 報告の義務 
– 「個人情報保護法」の対象外 

– 改ざんたらしめる行為にも罰則 

• 法によって守られる個人情報 

• 秘密の保護 
– 国・県から任命された調査員は、公務員の扱い 

– 調査終了後も秘密を保護する義務 

• 「かたり調査」の禁止 
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 ５ 統計法における個人情報の取扱い 



（１）報告の義務 

 

 行政機関の長は、（省略）基幹統計の作成のために必要な事項につ
いて、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。  
２  前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽
の報告をしてはならない。 

統計法１３条 

目的の正確な統計が作成できず、精度
の低い統計となってしまう 

報告が得られない 
不正確・不完全な報告 
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「個人情報保護法」との関係は？ 
→ 基本理念と個人情報の取り扱いルールを定めたもの。
基幹統計調査の報告義務を免除するものではありません。 



（２）統計法によって守られる個人情報 

 

公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する
秘密は、保護されなければならない 

基本理念（第３条第４項） 

第39条・・・調査票情報等の的確な管理に必要な措置を講じなければならない 

第40条・・・調査票情報の利用制限 

第41条・・・業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密の守秘義務 

第17条・・・「かたり調査」の禁止 

第57条・・・守秘義務違反等に関する罰則 

51 



• 業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体 

 の秘密を漏らした者に対する罰則は、 

  ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

• 国等から業務を受託した民間事業者にも守秘義務 

• 公的機関が所有するすべての調査票関係情報の秘

密の漏洩に対しても罰則 

• 国・県から任命を受けた統計調査員は公務員であ

り、調査終了後も守秘義務を守る必要があります。 

（３）秘密の保護 

 調査票等に記載された情報を保護し、公的統
計に対する国民の信頼を確保するため、守秘義
務違反に対する罰則を規定 
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  基幹統計調査であると誤認させる表示・説明をすることに
より、情報を取得する行為を未遂も含め罰則（２年以下 
の懲役又は100万円以下の罰金）付で禁止 

 ～禁止される行為の例～ 
 
        ★統計調査員をかたって調査対象者を訪問 
        ★偽の調査票の配布 
        ★マンションに偽の調査票回収箱を設置 
        ★基幹統計調査に関する偽のホームぺ－ジの開設 

（４）「かたり調査」の禁止 

 基幹統計調査により報告される国民の情報を保護するとと
もに、基幹統計調査に対する国民の信頼を確保するため、基
幹統計調査をかたる行為を禁止（法17条） 
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集計・分析をする前に 

• 得られたデータの正確性の確認 
＝「審査」が必要 

• 審査とは 

– 調査対象の把握から統計表作成までの過程にお
ける各段階の内容を、調査設計者の指示（判定
基準）と比較して、それに適合しているか否かを
判定し、適合していない内容について補正するこ
と、並びに調査によって得られた結果数値の信
頼性についての検討を加える一連の行為 
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６ 審査と集計 



審査の区分 

• 系統（組織）に注目 
– 地方審査……事実に即した正確な補正が可能 

– 中央審査……大量の審査が可能 

• 内容に着目 
– 個別審査…各項目の漏れ、桁ずれなど） 

– 総合審査（関連審査）…項目間相互の矛盾の審査 

• 他にも 
– 範囲に着目した「全部審査」「一部審査」 
…問題の多いグループの検出 

– 調査票、関係書類、結果表もそれぞれに審査が必要 

 



集計 

• 集計は、「正確性」「経済性」「迅速性」の観点
から計画を立てることが必要。 
– 自由記述の集計は時間がかかることを頭に 

• 集計の範囲 
– 全部集計…調査票すべてを集計 

– 一部集計…集計の早期公表を目的 
• 抽出集計…標本調査理論を元に集計。概要を知るとき 

• 部分集計…特定の範囲を対象に集計。調査のポイント
を公表するとき 

• 集計の方法 
– 機械集計（迅速性と正確性）と手集計（手軽） 



調査結果を眺めてみてください 

• 公的統計の結果は、県や国など、いろいろな
ところで公表されています。 

• データの結果を見ていただくと、調査結果の
使われ方や意義などを確認していただけると
思います。 

• ご関心があれば、より深い分析を行うことで、
新たな発見があるかもしれません。 
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７ 調査結果の利用 



 

http://pref.shimane-toukei.jp/  
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政府統計の窓口 http://www.e-stat.go.jp  
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統計の結果を地元で使えるように 

• センサスは全数調査。行政にとっては、地域
の実情を知る唯一無二の機会 

– データが不正確だと地域ごとに結果を出せない。 

• 自らの地域で使えるように、正確な調査を。 
– 自分たちが使えない調査では誰も協力しません。 

– 日頃から信頼を築き、地域をよくするための協力を。 

• 取ったデータの結果を日頃から眺めて、新たな
発見や使い道を。 
– 起業できるように状況が整備されれば、子どもが帰っ

てきたり、将来の地域おこしにつなげることも。 
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